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令和５年２月２２日判決言渡  

令和４年（行ケ）第１００９３号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和４年１２月１３日 

判        決 

 5 

原       告    株式会社ハート・インターナショナル 

 

同訴訟代理人弁理士    宮   永       栄 

同            佐 々 木   香   織 

 10 

被       告    特 許 庁 長 官 

同 指 定 代 理 人    馬   場   秀   敏 

同            旦       克   昌 

同            綾       郁 奈 子 

主        文 15 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

特許庁が不服２０２１－１２３３４号事件について令和４年７月２０日にし20 

た審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯 

⑴ 商標登録出願（甲１０） 

原告は、令和２年２月１２日、次のとおり、商標登録出願を行った（商願25 

２０２０－１４７６０号、以下「本願」という。）。 
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ア 商標登録を受けようとする商標 

ハートデンキサポート（標準文字。以下「本願商標」という。） 

イ 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 

（ 第３６類） 

ガス料金又は電気料金の徴収の代行、商品代金の徴収の代行、保険業5 

務、損害保険業務、輸送保険業務、購入商品に関する補償保険の引受け、

損害保険及び自動車保険の引受け、輸送保険の引受け、輸送中商品の保

険の引受け、生命保険契約の締結の媒介、生命保険の引受け、損害保険

契約の締結の代理、損害保険に係る損害の査定、損害保険の引受け、保

険料率の算出、保険及び金融又は財務に関する情報の提供及び助言、保10 

険・金融・土地又は建物に関する財務の評価、有価証券の売買の媒介・

取次ぎ又は代理、建物の管理、建物の貸借の代理又は媒介、建物の貸与、

建物の売買、建物の売買の代理又は媒介、建物又は土地の鑑定評価、建

物又は土地の情報の提供、土地の管理、土地の貸借の代理又は媒介、土

地の貸与、土地の売買、土地の売買の代理又は媒介、企業の信用に関す15 

る調査 

（第３７類） 

電気設備設置工事、電気設備設置工事に関する情報の提供、家庭用電

熱用品類の設置工事、建設工事、建設工事に関する助言、建築設備の運

転・点検・整備、火災報知機の修理又は保守、事務用機械器具の修理又20 

は保守、業務用暖冷房装置の修理又は保守、バーナーの修理又は保守、

ボイラーの修理又は保守、ポンプの修理又は保守、業務用冷凍機械器具

の修理又は保守、電子応用機械器具の修理又は保守、電気通信機械器具

の修理又は保守、民生用電気機械器具の修理又は保守、照明用器具の修

理又は保守、電動機の修理又は保守、配電用又は制御用の機械器具の修25 

理又は保守、発電機の修理又は保守、業務用加熱調理機械器具の修理又
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は保守、業務用食器洗浄機の修理又は保守、業務用電気洗濯機の修理又

は保守、動力付床洗浄機の修理又は保守、家具の修理、ガス湯沸かし器

の修理又は保守、家庭用加熱器（電気式のものを除く。）の修理又は保守、

鍋類の修理又は保守、洗浄機能付き便座の修理 

（第４０類）    5 

廃棄物の収集・分別及び処分、廃棄物圧縮装置の貸与、廃棄物破砕装

置の貸与、廃棄物の再生、材料処理情報の提供、家庭用暖冷房機の貸与、

家庭用加湿器の貸与、家庭用空気清浄器の貸与、発電機の貸与、ボイラ

ーの貸与、業務用加湿器の貸与、業務用空気清浄器の貸与、業務用暖冷

房装置の貸与 10 

⑵ 拒絶査定（甲１３） 

ア 本願については、令和３年１月２２日付けで拒絶理由が通知され、同年

３月１１日付けの意見書が提出されたが、同年６月１７日付けで拒絶査定

（以下「本件拒絶査定」という。）がされた。 

 イ 本件拒絶査定が拒絶の理由に引用した商標（以下「引用商標」という。）15 

は、次のとおりであった（乙１）。 

(ｱ) 登録番号 

 商標登録第５９７３４２６号 

(ｲ) 登録日 

 平成２９年８月１８日 20 

(ｳ) 登録商標 

ＨＥＡＲＴ（標準文字） 

(ｴ) 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 

（第３７類）    

ＬＥＤを用いた照明器具の設置工事・保守及び修理、照明器具の設25 

置工事・保守及び修理、照明機器の設置工事・保守及び修理、照明機
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器の設置工事に関する助言、電気工事、電気設備工事、電気通信工事、

建設工事 

ウ 本件拒絶査定において、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、

引用商標の指定役務と類似する指定役務について使用するものであるから、

商標法４条１項１１号に該当するとの理由により、本願は同法１５条の規5 

定に基づき、商標登録をすることができないと判断された。 

⑶ これに対し、原告は、令和３年９月１４日、拒絶査定不服審判を請求し（甲

１４）、同日付け手続補正書により、本願の指定役務から第３６類及び第４０

類に属する指定役務を削除し、第３７類に属する指定役務のみとした（甲１

５）。 10 

 原告は、令和３年１０月２８日付け手続補正書により、上記拒絶査定不服

審判の請求の理由を補充し（甲１６）、同月２９日付け手続補足書により甲１

ないし甲９を提出した（甲１７）。 

特許庁は、令和４年７月２０日、結論を「本件審判の請求は、成り立たな

い。」とする審決（以下「本件審決」という。）をし、同年８月２日、その謄15 

本は原告に送達された。 

⑷ 原告は、令和４年８月３０日、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起

した。 

２ 審決の理由の要旨 

  審決は、別紙審決写しのとおりであり、その理由の要旨は、次のとおりであ20 

る。 

⑴ 本願商標について 

 本願の指定役務には、電気にかかわる工事に関する役務が含まれるところ、

これには、電気を用いた器具である「電器」、電力を使って運転する機械であ

る「電機」に対する工事や保守及び修理を行う役務が含まれているといえる25 

から、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中の「デンキサ
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ポート」の部分を、本願の指定役務との関係において、「電気（または電器あ

るいは電機）に関するサポート」であること、すなわち端的に役務の内容（質）

を表していると理解、認識する場合も少なくないというのが相当である。 

そうすると、例え「デンキ」の片仮名表記から想起される語として、「電気」、

「電器」及び「電機」の同音異句が存在するとしても、「デンキサポート」の5 

部分は、役務の質を表したものとして、自他役務識別標識としての機能がな

いか、あるいは希薄な部分と理解されるにとどまるというのが相当である。 

 他方、本願商標の構成中「ハート」の語は、「心臓。心。」等の意味を有す

る我が国において親しまれた片仮名語であり、本願の指定役務との関係にお

いて、自他役務識別標識としての機能を発揮する部分であるから、本願商標10 

中、より強く自他識別標識として認識される「ハート」の部分に着目し、こ

の部分より生ずる称呼及び観念をもって取引にあたる場合も少なくないとい

うのが相当である。 

 そうであるとすれば、本願商標は、その構成文字に応じて「ハートデンキ

サポート」の称呼を生じるほか、「ハート」の部分から、単に「ハート」の称15 

呼をも生じ、「心臓。心。」等の観念を生じるといわなければならない。 

  ⑵ 引用商標について 

 引用商標は、「ＨＥＡＲＴ」の文字を標準文字で表してなるところ、当該語

は、「心臓。胸（部）。心；愛情、人情」等の意味（出典：ジーニアス英和辞

典第５版）を有する我が国において親しまれた平易な英単語である。その構20 

成文字の読みに相応して「ハート」の称呼を生じ、「心臓。心。」等の観念が

生じるものである。 

  ⑶ 本願商標と引用商標の類否について 

 本願商標の構成中の「デンキサポート」の部分は、本願の指定役務との関

係において役務の内容（質）を表していると理解、認識され、自他役務識別25 

標識としての機能がないか、あるいは希薄な部分と理解されるにとどまると
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いうのが相当であるから、本願商標の構成から、「デンキサポート」の部分を

除き、「ハート」の部分を要部として抽出し、当該文字部分のみを引用商標と

比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるというべきである。 

 そこで、本願商標から部分抽出した「ハート」の部分と、引用商標の類否

について比較すると、本願商標構成中の「ハート」の部分から生じる称呼と、5 

引用商標の称呼は同一であり、いずれも「心臓。心。」等の観念が生じるもの

である。 

 そうすると、本願商標と引用商標とは、全体を比較すれば、文字種の違い

や、「デンキサポート」の文字の有無において差異を有するものの、本願商標

中の「ハート」の部分に着目して比較した場合においては、観念及び称呼を10 

共通にするものであり、その文字種を異にする外観における差異が称呼及び

観念の共通性を凌駕するものとはいい難く、両者の外観、観念、称呼等によ

って取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察す

れば、両者は相紛れるおそれのある類似の商標と判断するのが相当である。 

⑷ 本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 15 

 本願商標の指定役務のうち、第３７類「電気設備設置工事、電気設備設置

工事に関する情報の提供、家庭用電熱用品類の設置工事、建設工事、建設工

事に関する助言、照明用器具の修理又は保守」は、引用商標の指定役務と同

一又は類似するものである。 

⑸ 商標法４条１項１１号該当性等 20 

本願商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定役務は引用商

標の指定役務と同一又は類似するものであるから、商標法４条１項１１号に

該当し、登録することができない。 

３ 原告の主張する取消事由 

 本願商標と引用商標の類否判断の誤り 25 

第３ 当事者の主張 
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〔原告の主張〕 

１ 本願商標について 

⑴ 「デンキサポート」の部分の自他識別標識としての機能について 

「デンキ」からは、「電気」、「電器」及び「電機」が想起されるところ、辞

書によれば、「電気」は「①（electricity）摩擦電気や放電・電流など、広く5 

電気現象を起こさせる原因となるもの。電荷や電気エネルギーを指すことが

多い。」を意味し、「電器」は「電気器具」の略称であり、「電気を利用した器

具。電気製品。テレビ・洗濯機など。」を意味し、「電機」は「電力を使って

運転する機械。」を意味するとされる（甲２１ないし甲２４）。このように、

電気は無体物、電器は家電製品、電機は機械装置を示しており、それらの内10 

容は明確に異なる。 

また、電気工事は、電気工事士が請け負う業務であり（甲２５）、電気設備

の工事に従事するものであるが、電器工事又は電機工事というものは存在せ

ず、仮に、これらが電器又は電機の設置工事を想定したとしても、これらは

機械を特定の場所に固定させるための工事であり、電気を中心に扱うもので15 

はない。したがって、電気の工事と、電器又は電機の工事は、目的及び内容

が異なり、これらを利用する需要者も異なる。 

そうすると、「デンキ」の文字からは、その内容を特定できないし、工事の

対象であるとしても、工事の対象物が特定できないから、本願商標の構成中

の「デンキサポート」の部分が役務の内容を示しているということはできず、20 

むしろ、その部分は一種の造語として認識される。 

 したがって、本件審決が、本願商標の構成中の「デンキサポート」の部分

は、役務の質を表したものとして、自他役務識別標識としての機能がないか、

あるいは希薄な部分と理解されるにとどまるというのが相当であると判断し

たこと（本件審決３⑴）は誤りである。 25 

⑵ 「ハート」のみから称呼、観念を生じるかについて 
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複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の

構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのも

のの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務

の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、

それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められ5 

る場合などを除き、許されないというべきである（最高裁昭和３７年（オ）

第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１

頁、最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・

民集４７巻７号５００９頁参照）。そのため、商標はその全体で捉えることが

原則であって、一部を抽出することは例外的な扱いである。 10 

 本願商標は、スペース等を設けることなく、同じ書体、同じ大きさ、等間

隔で全体としてまとまりのある一体的な構成からなることに加えて、「ハー

卜」の部分は、我が国において親しまれた片仮名語であり、広く使用されて

いることからも、その部分が強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、

殊更に「ハート」の部分に着目するというのは不自然でもあり、本願商標は15 

構成全体をもって、特定の観念を生じない一体の造語を表したものと認識し、

把握するのが自然であるといえる。 

したがって、本件審決が、本願商標の構成中の「ハート」の部分は、自他

役務識別標識としての機能を発揮する部分であるから、より強く自他識別標

識として認識される「ハート」の部分に着目し、この部分より生ずる称呼及20 

び観念をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当であると判断

したこと（本件審決３⑴）は誤りである。 

２ 引用商標について 

 引用商標は「ハート」との称呼を生じ、「心臓。心。」との観念を生じる。 

３ 本願商標と引用商標の類否について 25 

 本願商標は、全体を一体不可分ととらえるべきものであり、「ハートデンキサ
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ポート」との称呼のみを生じ、特定の観念を生じ得ないのに対し、引用商標は

「ハート」との称呼を生じ、「心臓。心。」との観念を生じ、本願商標と引用商

標は、外観が異なる他、称呼及び観念も異なるから、非類似である。 

 したがって、本件審決が、本願商標と引用商標を類似の商標と判断したこと

（本件審決３⑶）は誤りである。 5 

４ 本件審決における「請求人の主張について」（本件審決３⑸）の判断について 

⑴ 「電気サポート」の語を使用している事例があるとしても、本願商標の構

成中の「デンキサポート」の部分は、「電気」、「電器」又は「電機」に関する

役務を示すことをうかがわせるにすぎず、それを見た取引者、需要者が本願

商標の指定役務の内容を直ちに把握するとはいえない。 10 

したがって、本件審決が、本願商標の構成中の「デンキサポート」の部分

は、取引者、需要者により、役務の質を表したものとして、自他役務識別標

識としての機能がないか、あるいは希薄な部分と理解されるにとどまると判

断したこと（本件審決３⑸ア）は誤りであるし、本願商標を構成する「ハー

ト」、「デンキ」及び「サポート」の三つの語の指定役務との関係性の強さを15 

考慮すれば、本願商標から「デンキサポート」の部分を捨象する場合も少な

くないと判断したこと（本件審決３⑸イ）は誤りである。 

⑵ また、原告（請求人）は、令和３年１０月２８日付け手続補正書（甲１６）

で、「ハート」という語に記述的な文字を結合させた登録事例として、「ハー

トプランニング」（商標登録第５６０２４４３号）、「ハートレンタルサービス」20 

（商標登録第６２２５７５０号）を挙げたところ、実際に、「プランニング」

の語は工事役務に用いられ（甲５ないし甲７）、「レンタルサービス」の語は

照明器具の貸与役務（甲８及び甲９）にそのまま用いられていることからす

れば、これらの登録事例の記述的な文字部分（「プランニング」及び「レンタ

ルサービス」）は、役務の表示として具体的であるといえる。これに対し、本25 

願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、その片仮名表記それ自
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体が役務の名称として使用されていないから、役務の表示としては抽象的で

ある。 

したがって、本件審決が、原告（請求人）が挙げる登録例、審判決例は、

記述的な文字とされる部分について、抽象的であったり、あるいは、本件と

比較して、多義性の程度が大きいなど、本件とは状況を異にするものである5 

と判断したこと（本件審決３⑸ウ）は誤りである。 

〔被告の主張〕 

１ 〔原告の主張〕１（本願商標について）に対し 

⑴ 同⑴（「デンキサポート」の部分の自他識別標識としての機能について）に

対し 10 

電気及び電気工事に関する業界においては、電気に関する工事、修理及び

トラブル対応といったサービスを表す語として「でんきサポート」又は「電

気サポート」の語が使用され、かつ、取引者、需要者にも当該サービスを表

す語として認識されており、本願の指定役務中の電気設備設置工事等は、電

気に関する工事、修理又は保守に関する役務である。そのため、本願商標の15 

構成中の「デンキサポート」の部分は、電気に関する工事、修理及びトラブ

ル対応といったサービスを表す語として使用されている「でんきサポート」

又は「電気サポート」を認識させる。 

したがって、本件審決が、本願商標の構成中の「デンキサポート」の部分

は、役務の質を表したものとして、自他役務識別標識としての機能がないか、20 

あるいは希薄な部分と理解されるにとどまるというのが相当であると判断し

たことに誤りはない。 

⑵ 同⑵（「ハート」のみから称呼、観念を生じるかについて）に対し 

 本願商標の構成中の「ハート」の文字と、「デンキ」又は「サポート」の文

字との間に関連性はないから、本願商標は、その構成中の「ハート」の文字25 

部分と「デンキサポート」の文字部分とが、これらを分離して観察すること



 

11 

 

が取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとはいえない。

そして、本願商標の構成中の「デンキサポート」の部分は、役務の質を表し

たものとして、自他役務識別標識としての機能がないか、又は希薄な部分で

あるのに対し、本願商標の構成中の「ハート」の部分は、本願商標の役務と

は関係がなく、自他識別機能を強く発揮する部分である。 5 

したがって、本件審決が、本願商標の構成中の「ハート」の部分は、自他

役務識別標識としての機能を発揮する部分であるから、より強く自他識別標

識として認識される「ハート」の部分に着目し、この部分より生ずる称呼及

び観念をもって取引にあたる場合も少なくないというのが相当であると判断

したことに誤りはない。 10 

２ 〔原告の主張〕２（引用商標について）に対し 

引用商標が「ハート」との称呼を生じ、「心臓。心。」との観念を生じること

は認める。 

３ 〔原告の主張〕３（本願商標と引用商標の類否について）に対し 

本願商標の構成中の「ハート」の部分は、自他識別機能を強く発揮する部分15 

である。本願商標の構成中の「ハート」の部分と引用商標は、外観において、

片仮名文字とアルファベット文字という違いがあるが、書体において何ら特徴

のない標準文字のみからなる両商標の比較において、文字種の違いは強い印象

を与えるものではない。そして、本願商標と引用商標は称呼及び観念を共通に

する一方、外観における差異は強い印象を与えないから、外観、観念、称呼等20 

によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考

察すると、本願商標及び引用商標が同一又は類似の役務に使用された場合には、

当該役務の出所を誤認混同するおそれがある。 

したがって、本件審決が、本願商標と引用商標を類似の商標と判断したこと

に誤りはない。 25 

４ 〔原告の主張〕４（本件審判における「請求人の主張について」（本件審決３
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⑸）の判断について）に対し 

 原告の主張は争う。本件審決の判断に誤りはない。 

第４ 当裁判所の判断 

１ 商標の類否判断の基準 

 商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用され5 

た場合に、商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かに

よって決すべきであるが、それには、そのような商品又は役務に使用された商

標がその外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連

想等を総合して全体的に考察すべきであり、かつ、その商品又は役務の取引の

実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相10 

当である（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法

廷判決・民集２２巻２号３９９頁参照）。 

 そして、商標はその構成部分全体によって他人の商標と識別すべく考案され

ているものであるから、みだりに、商標構成部分の一部を抽出し、この部分だ

けを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判定することは許されない15 

が、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観

察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているも

のと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、

観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、一個の

商標から二個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるとこ20 

ろである（最高裁昭和３４年（オ）第８５６号同３６年６月２３日第二小法廷

判決・民集１５巻６号１６８９頁参照）。しかしてこの場合、一つの称呼、観念

が他人の商標の称呼、観念と同一または類似であるとはいえないとしても、他

の称呼、観念が他人の商標のそれと類似するときは、両商標はなお類似するも

のと解するのが相当である（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２25 

月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁参照）。 
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２ 本願商標について 

⑴ 本願商標の外観について 

本願商標は、「ハートデンキサポート」の片仮名文字を標準文字で表すもの

である。 

⑵ 「デンキサポート」の部分の自他識別標識としての機能について 5 

ア 本願商標を構成する個別の語の意味 

本願商標は、「ハート」、「デンキ」及び「サポート」の三つの個別の語か

らなるものであり、辞書（広辞苑第７版）によれば、「ハート」は、「【heart】

心臓。心。」（乙２）を意味し、「デンキ」は、「【電気】①（electricity）摩

擦電気や放電・電流など、広く電気現象を起こさせる原因となるもの。電10 

荷や電気エネルギーを指すことが多い。②電灯の称。」、「【電器】電気器具

の略。」、「【電機】電力を使って運転する機械。」（甲２１、甲２２、甲２４、

乙２）を意味し、「電気器具」は「電気を利用した器具。電気製品。テレビ・

洗濯機など。」（甲２３）を意味し、「サポート」は、「【support】支えるこ

と。支持。支援。助け。」（乙２）を意味する。 15 

イ 個別の語の意味から理解される「デンキサポート」の意味 

 「デンキ」は、「電気」、「電器」又は「電機」を意味するものと解される

が、前記アのとおり、「電器」は電気器具を意味し、「電機」は電力を使っ

て運転する機械を意味するから、いずれにしても、電気に関する事柄を意

味すると理解される。そして、「サポート」とは、前記アのとおり、「支え20 

ること。支持。支援。助け。」を意味することから、何を支え、支持し、支

援し、助けるかを示す目的語に当たる語を伴うことは通常予想されるとこ

ろである。そうすると、このような言葉の意味のみからしても、本願商標

の構成中の「デンキサポート」という部分は、取引者、需要者に、電気器

具や電力を使って運転する機械を含む電気に関する事柄を支え、支持し、25 

支援し、助けることを意味すると理解される場合が少なくないものと認め
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られる。 

ウ 「デンキサポート」に関係する利用例 

 (ｱ) 電気又は電気工事に関する業界において、次のように「でんきサポー

ト」又は「電気サポート」の文字が使用されていることが認められる（こ

れらの文字の使用部分に下線を付す。）。 5 

ａ イワタニ首都圏株式会社のウェブサイトにおいて、「２４時間電気の

トラブル対応」として「でんきサポートサービス」との記載がある（乙

５）。 

ｂ 「しごまる。」のウェブサイトにおいて、「北九州にあって、日々の

電線路の安定供給に関する業務を行っています。」として「九州電気サ10 

ポート株式会社」が紹介されている（乙６）。 

ｃ 株式会社ＴＤＣのウェブサイトにおいて、「電気サポートサービス」

として「・・・電気工事および電気メンテナンスを迅速かつ確実にサ

ポートします。」との記載がある（乙７）。 

ｄ 「名古屋電気工事サポートセンター」のウェブサイトにおいて、「名15 

古屋電気サポートセンターは・・・お客様の電気設備の設計から管理、

工事・修理を行っています。」及び「名古屋電気サポートセンターは・・・

エアコンの取り付け、照明の設置・修理・清掃、防犯灯・看板灯など

の外灯の設置など小さな工事・修理も承ってます。」との記載がある（乙

８）。 20 

ｅ 九州電力のウェブサイトにおいて、「でんきサポート」として「『ご

家庭内の電気』に関するお困りごとを・・・解決する・・・」との記

載がある（乙９）。 

ｆ イワタニ関東株式会社のウェブサイトにおいて、「でんきサポートサ

ービス」として「・・・電気のトラブル駆けつけサービス」及び「電25 

気の困ったトラブルに対応します！」との記載がある（乙１０）。 
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ｇ 秦野ガス株式会社のウェブサイトにおいて、「『電気トラブルサポー

ト』とは、・・・電気設備や通電不良に関するトラブル等が起きた場

合、・・・不具合箇所およびトラブル原因の調査を行うサービスです。」

との記載がある（乙１１）。 

ｈ 東京ガスのウェブサイトにおいて、「『電気トラブルサポート』と5 

は、・・・電気設備や通電不良に関するトラブル等が起きた場合、・・・

不具合箇所およびトラブル原因の調査を行うサービスです。」との記載

がある（乙１２）。 

(ｲ) また、電気新聞（一般社団法人日本電気協会新聞部発行）においては、

「電気サポート」又は「でんきサポート」の文字（語）が次のように使10 

用されている（これらの文字の使用部分に下線を付す。）。 

ａ 「・・・家庭の設備の点検や修理を行うサービス『東急でんき＆ガ

スサポート』を実施する・・・」（平成３０年（２０１８年）６月１日、

乙１６） 

ｂ 「顧客の宅内で『電気が使えない』時などに、原因究明や機器交換15 

を有料で行う・・・電気サポート事業・・・」（平成３０年（２０１８

年）６月２０日、乙１３） 

ｃ 「・・・電気サポートサービス事業を紹介。小売事業者の顧客の設

備トラブルに東電ＰＧが対応するもので、・・・」（平成３１年（２０

１９年）３月１日、乙１４） 20 

ｄ 「・・・電気サポートサービスを提供すべく、・・・例えばブレーカ

ーの漏電診断を依頼した顧客であっても、・・・照明やインターフォン

の交換までお願いしてしまう・・・」（令和４年（２０２２年）５月１

２日、乙１５） 

(ｳ) 前記(ｱ)及び(ｲ)によれば、電気及び電気工事に関する業界においては、25 

「でんきサポート」又は「電気サポート」の語は、電気に関する工事、
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修理及びトラブル対応といったサービスを表す語として使用されている

ものと認められ、それらの語は、電力会社、ガス会社などを含めた複数

の会社のウェブサイトに掲載されていることから、一般人を含む取引者、

需要者にも、上記サービスを表す語として認識し得る状態で使用されて

いるものと認められる。 5 

エ 自他識別標識としての機能 

前記イのとおり、本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、

その言葉の意味のみからしても、取引者、需要者に、電気器具や電力を使

って運転する機械を含む電気に関する事柄を支え、支持し、支援し、助け

ることを意味すると理解される場合が少なくないものと認められ、前記ウ10 

のとおり、実際に、電気及び電気工事に関する業界においては、「でんきサ

ポート」又は「電気サポート」の語は、電気に関する工事、修理及びトラ

ブル対応といったサービスを表す語として使用されており、それらの語は、

電力会社、ガス会社などを含めた複数の会社のウェブサイトに掲載されて

いることから、一般人を含む取引者、需要者にも、上記サービスを表す語15 

として認識し得る状態で使用されているものといえる。そうすると、本願

商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取引者、需要者により、

電気に関する工事、修理及びトラブル対応といったサービスを表す語とし

て認識されるものと認められる。 

他方、本願商標の指定役務（前記第２の１⑴イ及び⑶）のうち、電気設20 

備設置工事、家庭用電熱用品類の設置工事、ポンプの修理又は保守、業務

用冷凍機械器具の修理又は保守、電子応用機械器具の修理又は保守、電気

通信機械器具の修理又は保守、民生用電気機械器具の修理又は保守、照明

用器具の修理又は保守、電動機の修理又は保守、配電用又は制御用の機械

器具の修理又は保守、発電機の修理又は保守、業務用食器洗浄機の修理又25 

は保守、業務用電気洗濯機の修理又は保守は、いずれも電気に関する工事、



 

17 

 

修理及びトラブル対応といったサービスに該当するものと認められる。 

 そうすると、本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取

引者、需要者により、本願商標の役務の内容、質を表しているものとして

認識されるものと認められ、自他役務識別標識としての機能がないか、又

は希薄な部分と認識されるものと認められる。 5 

したがって、本件審決の同旨の判断（本件審決３⑴）に誤りはない。 

オ 原告の主張に対する判断 

原告は、「デンキ」からは「電気」、「電器」及び「電機」が想起されると

ころ、それらの内容は明確に異なり、「デンキ」の文字からは、その内容を

特定できないし、工事の対象であるとしても、工事の対象物が特定できな10 

いから、本願商標の構成中の「デンキサポート」の部分が役務の内容を示

しているということはできず、むしろ、その部分は一種の造語として認識

されるとし、したがって、本件審決が、本願商標の構成中の「デンキサポ

ート」の部分は、役務の質を表したものとして、自他役務識別標識として

の機能がないか、あるいは希薄な部分と理解されるにとどまるというのが15 

相当であると判断したのは誤りである旨主張する（前記第３〔原告の主張〕

１⑴）。 

しかし、「デンキ」は、「電気」、「電器」及び「電機」のいずれにしても、

電気に関する事柄を意味すると理解され（前記イ）、電気及び電気工事に関

する業界における実際の用例（前記ウ）も考慮すると、本願商標の構成中20 

の「デンキサポート」の部分は、取引者、需要者により、電気に関する工

事、修理及びトラブル対応といったサービスを表す語として認識され、本

願の指定役務と照らし合わせると、取引者、需要者により、本願商標の役

務の内容、質を表しているものとして認識され、自他役務識別標識として

の機能がないか、又は希薄な部分と認識されるものと認められるから（前25 

記エ）、原告の上記主張は採用することができない。 
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⑶ 「ハート」の部分の自他識別標識としての機能について 

ア 本願商標の構成中の「ハート」の部分は、本願の指定役務の内容、質等

とは関係がないから、本願の指定役務との関係で、自他役務識別標識とし

ての機能を発揮するものと認められる。他方、前記⑵エのとおり、本願商

標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取引者、需要者により、5 

本願商標の役務の内容、質を表しているものとして認識されるものといえ、

自他役務識別標識としての機能がないか、又は希薄な部分と認識されるも

のと認められる。そして、本願商標が標準文字からなり、その全体が一連

に表記されていること（前記⑴）を考慮しても、本願商標の構成中の「ハ

ート」の部分と「デンキサポート」の部分は、それらを分離して観察する10 

ことが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと

は認められず、より強く自他識別標識として認識される「ハート」の部分

に着目し、その部分より生ずる称呼及び観念をもって取引に当たる場合も

少なくないものと認められる。 

したがって、本件審決の同旨の判断（本件審決３⑴）に誤りはない。 15 

イ 原告は、結合商標について、商標の構成部分の一部を抽出して類否を判

断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別

標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外

の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合

などを除き、許されないというべきであるとした上で、本願商標は、全体20 

としてまとまりのある一体的な構成からなることに加えて、「ハー卜」の部

分は、我が国において親しまれた片仮名語であり、広く使用されているこ

とからも、その部分が強く支配的な印象を与えるものとはいい難く、殊更

に「ハート」の部分に着目するというのは不自然でもあり、本願商標は構

成全体をもって、特定の観念を生じない一体の造語を表したものと認識し、25 

把握するというのが自然であるといえるとし、したがって、本件審決が、
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本願商標の構成中の「ハート」の部分は、自他役務識別標識としての機能

を発揮する部分であるから、より強く自他識別標識として認識される「ハ

ート」の部分に着目し、この部分より生ずる称呼及び観念をもって取引に

当たる場合も少なくないというのが相当であると判断したのは誤りである

旨主張する（前記第３〔原告の主張〕１⑵）。 5 

 しかし、仮に本願商標が結合商標であるとしても、前記⑵エのとおり、

本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取引者、需要者に

より、本願商標の役務の内容、質を表しているものとして認識されるもの

と認められ、自他役務識別標識としての機能がないか、又は希薄な部分と

認識されるから、本願商標の構成中、「ハート」という部分を抽出し、この10 

部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは

許されるというべきである。そして、「ハート」という語が、我が国におい

て親しまれた片仮名語であり、広く使用されているとしても、本願商標の

構成中の「ハート」の部分は、本願商標の指定役務の内容、質等とは関係

がなく、本願の指定役務との関係で、自他役務識別標識としての機能を発15 

揮するものと認められるから、原告の上記主張は採用することができない。 

⑷ 本願商標の称呼及び観念について 

 以上のとおり、本願商標は、その構成文字に応じて、「ハートデンキサポー

ト」という称呼を生じるほか、その構成中の「ハート」の部分から、「ハート」

という称呼を生じ、「心臓。心。」の観念を生じるものと認められる。 20 

したがって、本件審決の同旨の判断（本件審決３⑴）に誤りはない。 

３ 引用商標について 

⑴ 引用商標の外観について 

引用商標は、「ＨＥＡＲＴ」のアルファベット文字を標準文字で表すもので

ある。 25 

⑵ 引用商標の称呼、観念について 
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「ｈｅａｒｔ」の語は、「①心臓、②胸（部）、③心；愛情、人情」等（ジ

ーニアス英和辞典第５版、乙４）の意味を有する、我が国においてもよく知

られた平易な英単語である。引用商標が、その構成文字の読みに相応して「ハ

ート」の称呼を生じ、「心臓。心。」等の観念を生じることは、当事者間に争

いがない。 5 

４ 本願商標と引用商標の類否について 

外観において、本願商標は、「ハートデンキサポート」の片仮名文字を標準文

字で表すものであるのに対し、引用商標は、「ＨＥＡＲＴ」のアルファベット文

字を標準文字で表すものであり、本願商標と引用商標は、文字の種類が異なり、

本願商標の「デンキサポート」に当たる部分が引用商標にはないという相違が10 

ある。 

しかし、本願商標は、「ハートデンキサポート」という称呼を生じるほか、「ハ

ート」という称呼を生じ、「心臓。心。」の観念を生じ（前記２⑷）、他方、引用

商標は、「ハート」の称呼を生じ、「心臓。心。」等の観念を生じるから（前記３

⑵）、本願商標と引用商標は、称呼及び観念において類似するものと認められる。 15 

そして、①本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、自他役務

識別標識としての機能がないか、又は希薄な部分と認識され（前記２⑵）、「ハ

ート」の部分が、より強く自他識別標識として認識されること（前記２⑶）、②

「ｈｅａｒｔ」の語は、我が国においてもよく知られた平易な英単語であり（前

記３⑵）、本願商標の構成中の「ハート」とは、称呼及び観念が共通すること、20 

③商標を使用するに当たり、商標の構成文字について、同一の称呼及び観念が

生じる範囲内で、アルファベット文字表記を平仮名、片仮名表記にしたり又は

その逆にしたりする文字種の変換は、珍しいことではなく、本願商標と引用商

標はいずれも標準文字によるものであって、書体等に特徴があるわけではなく、

本願商標の構成中の「ハート」の部分と引用商標（「ＨＥＡＲＴ」）は、文字種25 

が異なっても、その点による差異は、強い印象を与えるものではないこと、以
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上の点を考慮すると、文字種の相違及び「デンキサポート」という部分の有無

による本願商標と引用商標の外観における差異は、称呼及び観念の共通性を凌

駕するものではなく、本願商標と引用商標は、外観、観念、称呼等によって取

引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、類

似するものと認められる。 5 

したがって、本件審決の同旨の判断（本件審決３⑶）に誤りはない。 

５ 本願の指定役務と引用商標の指定役務の類否について 

 本願商標指定役務のうち、第３７類の「電気設備設置工事、電気設備設置工

事に関する情報の提供、家庭用電熱用品類の設置工事、建設工事、建設工事に

関する助言、照明用器具の修理又は保守」は、引用商標の指定役務と同一又は10 

類似する。 

６ 商標法４条１項１１号該当性等について 

 以上のとおり、本願商標と引用商標は類似し（前記４）、本願の指定役務と引

用商標の指定役務は同一又は類似しているから（前記５）、本願商標は商標法４

条１項１１号に該当し、登録することができず、同旨の本件審決の判断（本件15 

審決３⑹）に誤りはない。 

７ 本件審判における「請求人の主張について」（本件審決３⑸）の判断について 

⑴ 原告は、本願商標の構成中の「デンキサポート」の部分は、それを見た取

引者、需要者が本願商標の指定役務の内容を直ちに把握するとはいえないと

し、したがって、本件審決が、本願商標の構成中の「デンキサポート」の部20 

分は、取引者、需要者により、役務の質を表したものとして、自他役務識別

標識としての機能がないか、あるいは希薄な部分と理解されるにとどまると

判断したことは誤りであるし、本願商標を構成する「ハート」、「デンキ」及

び「サポート」の三つの語の指定役務との関係性の強さを考慮すれば、本願

商標から「デンキサポート」の部分を捨象する場合も少なくないと判断した25 

ことは、誤りであると主張する（前記第３〔原告の主張〕４⑴）。 
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 しかし、本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分は、取引者、

需要者により、本願商標の役務の内容、質を表しているものとして認識され

るものといえ、自他役務識別標識としての機能がないか、又は希薄な部分と

認識されるから（前記２⑵エ）、原告の上記主張は採用することができない。 

⑵ 原告は、令和３年１０月２８日付け手続補正書（甲１６）で挙げた登録事5 

例（「ハートプランニング」及び「ハートレンタルサービス」）の記述的な文

字部分（「プランニング」及び「レンタルサービス」）は、役務の表示として

具体的であるのに対し、本願商標の構成中の「デンキサポート」という部分

は、役務の表示としては抽象的であるから、本件審決が、原告（請求人）が

挙げる登録例、審判決例は、本件とは状況を異にするものであると判断した10 

のは誤りである旨主張する（前記第３〔原告の主張〕４⑵）。 

 しかし、原告が挙げる登録事例の記述的な文字部分（「プランニング」及び

「レンタルサービス」）を役務の表示として用いた例があるとしても（甲５な

いし甲９）、これらは、電気又電気工事に関する業界において「でんきサポー

ト」又は「電気サポート」の文字が使用されている状況とは異なる上、役務15 

の表示として、原告が挙げる登録事例の記述的な文字部分（「プランニング」

及び「レンタルサービス」）が具体的であるのに対し、本願商標の構成中の「デ

ンキサポート」という部分が抽象的であると一概にいうこともできない。 

したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

８ 結論 20 

  以上によれば、原告主張の取消事由は理由がなく、本件審決にこれを取り消

すべき違法はない。 

 よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。 

知的財産高等裁判所第３部 

 25 
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